
一
〇
二

六
国
史
に
春
け
る
「
御
」

と
い
う
字
の
動
詞
用
法
に
つ
い
て

吉
　
　
野

政
　
　
治

は
じ
め
に

纏
っ
た
も
の
が
た
い
か
ら
で
あ
る
。

　
日
本
正
格
漢
文
を
国
語
研
究
の
資
料
と
し
て
利
用
す
る
方
法
が
模
索
さ
れ
て

い
る
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
を
基
本
的
に
－
は
変
体
漢
文
と
同
様
に
何
ら
か
の
日
本

語
を
漢
字
の
み
で
表
記
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
観
点
で
と
ら
え
、
そ
こ
に
現

わ
れ
て
く
る
本
来
の
用
法
か
ら
外
れ
た
漢
字
を
通
し
て
、
漢
文
和
化
の
道
を
た

ど
る
資
料
と
し
て
利
用
し
よ
う
と
す
る
。
六
国
史
は
平
安
初
期
以
前
の
漢
文
文

献
と
し
て
は
最
も
よ
く
纏
っ
た
も
の
で
あ
り
、
中
期
以
降
に
あ
ら
わ
れ
る
公
家

の
日
記
そ
の
他
の
持
つ
記
録
体
的
特
徴
の
蕊
芽
・
成
長
の
姿
を
窺
う
に
好
適
の

資
料
で
あ
る
と
思
う
の
で
、
こ
れ
を
取
り
あ
げ
る
。
　
「
御
」
と
い
う
字
を
取
り

あ
げ
る
の
は
、
こ
の
字
が
和
習
の
出
易
い
敬
語
と
か
か
わ
り
深
い
か
ら
で
あ
り
、

そ
の
動
詞
用
法
に
限
定
す
る
の
は
、
　
「
御
」
に
か
か
わ
る
従
来
の
研
究
の
ほ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

ん
ど
が
、
敬
語
接
頭
辞
用
法
に
っ
い
て
の
も
の
で
あ
り
、
動
詞
用
法
に
っ
い
て

　
国
語
の
中
に
お
げ
る
「
御
」
と
い
う
漢
字
の
役
割
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
時
、

あ
ら
か
じ
め
、
こ
の
字
の
原
義
を
知
り
、
で
き
得
れ
ぱ
そ
れ
か
ら
派
生
す
る
意

義
や
転
義
・
借
用
義
を
系
統
づ
け
て
お
く
こ
と
が
必
要
と
た
る
。
　
「
御
」
の
原

義
に
諸
説
あ
る
が
、
便
宜
的
に
藤
堂
明
保
氏
の
説
に
よ
れ
ぱ
、
　
「
御
」
の
原
義

お
よ
び
派
生
義
た
ど
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。

　
御
は
、
杵
の
象
形
文
字
で
あ
る
午
な
ど
と
同
じ
「
単
語
家
族
」
に
入
る
も
の

　
で
あ
っ
て
、
も
と
臼
で
米
を
っ
き
調
理
す
る
動
作
を
表
わ
し
た
動
詞
で
あ
っ

　
た
。
す
な
わ
ち
、
杵
で
穀
物
を
っ
い
て
柔
ら
か
く
う
ち
な
ら
す
こ
と
や
、
堅

　
い
物
や
、
い
う
こ
と
を
き
か
ぬ
物
を
、
制
御
し
て
手
な
づ
げ
る
こ
と
を
御
と

　
し
た
。
そ
れ
が
や
が
て
、
馬
を
調
教
し
て
な
ら
す
意
味
を
派
生
し
、
　
「
天
下



　
を
調
和
す
る
」
な
ど
の
意
味
に
拡
大
し
、
　
「
統
御
」
の
意
味
を
含
む
よ
う
に

　
な
る
と
、
更
に
天
下
の
統
御
者
で
あ
る
天
子
の
治
世
を
「
御
宇
」
と
い
い
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
そ
の
園
池
を
「
御
苑
」
な
ど
と
称
す
る
よ
う
に
た
っ
た
。

　
こ
の
説
明
は
従
来
多
く
と
ら
れ
て
き
た
『
説
文
』
説
「
御
、
使
レ
馬
也
」
に

近
く
、
ま
た
「
御
」
の
意
義
の
半
数
を
位
置
づ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
で
あ

る
。
し
か
し
な
お
「
御
」
に
は
「
御
、
侍
也
」
（
『
小
爾
雅
』
）
た
ど
一
群
の
謙

譲
の
意
味
・
用
法
が
あ
り
、
藤
堂
説
で
は
そ
れ
ら
の
位
置
づ
け
は
む
ず
か
し
く

思
わ
れ
る
。
こ
の
謙
譲
の
意
味
・
用
法
は
『
角
川
新
字
源
』
（
小
川
環
樹
・
西

田
太
一
郎
・
赤
塚
忠
編
）
で
は
原
義
用
法
と
し
て

　
も
と
、
意
符
□
（
ひ
ざ
ま
ず
く
）
と
、
意
符
午
ゴ
↓
坤
（
む
か
え
る
意
↓
逢
、
）

　
と
か
ら
成
り
、
君
主
の
そ
ぱ
に
侍
し
て
そ
の
用
を
た
す
、
ま
た
そ
の
人
の
意

　
を
表
わ
し
た
が
、
駅
堆
（
馬
を
あ
や
つ
り
進
め
る
）
に
通
じ
て
、
す
す
め
る

　
意
の
仕
を
加
え
る
こ
と
に
た
っ
た
。
の
ち
、
抑
は
す
た
れ
、
御
が
用
い
ら
れ

　
て
い
る
。

と
説
明
さ
れ
て
お
り
、
藤
堂
説
系
統
に
位
置
す
る
意
味
・
用
法
と
は
根
本
か
ら

そ
の
成
立
を
異
に
す
る
も
の
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
藤
堂
説
系
統
の
意

味
・
用
法
と
『
角
川
新
字
源
』
に
よ
る
一
群
の
意
味
・
用
法
と
を
対
立
し
た
も

の
と
み
る
の
は
古
く
か
ら
あ
っ
た
よ
う
で
、
　
『
塵
袋
』
に

　
御
ハ
カ
ナ
ラ
ズ
カ
シ
ヅ
ク
詞
歎
。
車
ヲ
御
ス
ナ
ド
云
フ
如
何
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぎ
ょ

と
見
え
て
い
る
。
ま
た
『
大
言
海
』
が
「
御
す
」
を
自
動
詞
と
他
動
詞
と
に
分

　
　
　
　
　
六
国
史
に
お
け
る
「
御
」
と
い
う
字
の
動
詞
用
法
つ
い
て

け
、
見
出
し
を
別
に
し
た
の
も
、
結
果
か
ら
み
れ
ぱ
同
じ
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
こ
と
を
ふ
ま
え
、
「
御
」
に
つ
い
て
最
も
多
く
の
意
味
・
用
法
を
掲

げ
る
『
大
漢
和
辞
典
』
の
項
目
を
分
類
し
た
の
が
次
表
「
表
１
」
で
あ
る
。
藤

１表
分
類

番
号

Ａ

意

義

通
用
す

る
主
な

字

『
大
漢
和

辞
典
』
の

項
目
番
号

１

た
ら
す
　
お
さ
へ
る
　
ふ
せ
ぐ
　
と
め
る

禦
希
衡

４
１
９
二

２ 馬
を
つ
か
ふ
（
馬
を
あ
つ
か
ひ
車
を
や
る
術
）
や
る
（
ぎ
ょ
し
ゃ
）

駅
行

１
り
一
９
３

詞

３

あ
や
つ
る
　
つ
か
ふ
　
も
ち
ひ
る

駅
用

１
０
ｕ

Ａ

４

つ
か
さ
ど
る
（
っ
か
さ
）
ひ
き
ゐ
る

動
他

駅
将

６
２
７
８

５

を
さ
め
る
　
す
べ
る

駅
統
治

Ｆ
ｏ
７

天
子
・
諾
侯
の
行
為
（
や
事
物
）
を
あ
が
め
て
御
と
い
ふ

１
７

６
７

（
天
子
・
諸
侯
に
関
す
る
事
物
に
冠
す
る
敬
称
）

／

１
８

Ｂ

１２イ口

は
べ
る
　
む
か
へ
る
　
し
た
が
ふ
　
そ
ぱ
へ
ゆ
く

す
す
む
（
そ
ば
め
）
（
侍
妃
）
（
そ
ぼ
仕
へ
の
者
）

（
近
侍
）
（
侍
女
）

す
す
め
る
　
さ
し
あ
げ
る

寝
席
に
は
べ
ら
せ
る

ま
い
ら
せ
る

の
ぞ
む
　
そ
の
場
へ
ゆ
く

む
か
ふ
　
よ
る

う
か
が
ふ
　
つ
ら
ね
る

い
た
す

（
と
き
）
（
っ
ま
）

詞動自
侍
邊

］詞動他
進
勧

詞動自
臨
轡

詞動他
陳
致

１
３
三
１
４

１
５

１
２
１
６

２
０
２
１
２
２

２
３
２
４
２
５

＼
一
一
菱

一
〇
三



　
　
　
　
　
　
六
国
史
に
お
げ
る
「
御
」
と
い
う
字
の
動
詞
用
法
つ
い
て

堂
説
を
Ａ
系
統
と
し
、
　
『
角
川
新
字
源
』
説
に
よ
る
も
の
を
Ｂ
系
統
、
そ
の
ど

ち
ら
に
属
す
か
判
断
の
つ
か
な
い
も
の
を
Ｃ
と
す
る
。

　
「
表
１
」
の
意
義
の
中
で
括
弧
で
く
く
っ
た
も
の
は
動
詞
以
外
の
用
法
で
あ

り
、
以
下
の
考
察
の
対
象
か
ら
除
外
す
る
も
の
で
あ
る
。
動
詞
以
外
の
用
法
の

う
ち
「
Ａ
７
」
の
「
天
子
・
諸
侯
に
関
す
る
事
物
に
冠
す
る
敬
称
」
を
除
げ
ぱ
、

他
は
す
べ
て
六
国
史
で
は
全
く
使
わ
れ
て
い
な
い
。

二

　
「
表
１
」
に
そ
っ
て
、
六
国
史
の
動
詞
の
用
例
を
分
類
す
れ
ぱ
次
の
よ
う
に

た
る
。
テ
キ
ス
ト
に
は
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
（
普
及
版
）
を
用
い
た
。

　
Ａ
１
　
　
　
用
例
な
し

　
　
　
　
一
ノ
三
；
テ
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
浜
．
行

・
・
◎
御
一
紺
馬
棄
行
・
駕
一
白
多
而
護
。
　
一
蘇
鵬
・
川
一

・
・
羅
媛
一
中
略
一
縫
祭
襲
無
坊
　
　
一
翻
繊
銃
・
打
一

Ａ
４
　
　
　
用
例
次
し

・
・
実
照
大
神
者
可
一
鉄
高
天
之
原
一
也
。
　
　
一
融
前
苧
刊
一

　
　
　
竈
哲
之
概
薯
懸
一
鐘
於
門
一
而
観
一
百
姓
之
嚢
蘇
喬
・
刊
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
サ

Ａ
６
　
＠
皇
孫
謂
二
姉
爲
ウ
醜
、
不
レ
御
而
罷
。
姉
有
二
国
色
一
引
而
幸
之
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
融
前
冊
土

＠
吾
高
天
原
肺
藪
庭
之
穂
　
　
　
一
誤
前
花
・
刊
一

　
　
　
　
　
　
　
　
｛
ハ
カ
セ
ル

¢
（
神
武
帝
）
還
以
二
所
レ
御
天
羽
羽
矢
一
隻
及
歩
靱
↓
賜
コ
示
於
長
髄
彦
↓

一
〇
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
銀
前
脳
・
刊
）

　
　
　
　
＠
御
孫
尊
弼
警
船
　
　
　
　
一
観
前
螂
・
刊
一

　
　
　
　
霧
一
鳳
暦
一
而
登
亀
、
第
欝
以
臨
嚢
　
一
離
前
花
・
刊
一

　
　
　
　
＠
帝
撃
矢
二
発
中
一
縄
　
　
　
一
蘇
甲
↓
一

　
　
　
　
＠
撃
塁
悼
轟
榊
　
　
　
　
一
鶴
苧
判
一

　
Ｂ
１
　
　
　
用
例
な
し

・
・
＠
以
一
吾
高
天
原
所
御
齋
庭
之
穂
、
亦
叢
鮒
吾
里
一
観
前
花
・
刊
一

　
　
　
　
＠
嘗
子
餐
砦
一
警
襲
　
　
　
一
誤
後
棚
・
判
一

・
イ
＠
天
髭
大
襲
古
人
大
兄
侍
焉
・
　
　
一
観
篇
・
判
一

　
　
　
　
実
自
一
警
磐
物
部
目
大
連
侍
焉
・
　
　
一
諌
繊
篇
・
５

　
Ｃ
回
　
　
　
用
例
な
し

　
以
上
が
『
大
漢
和
辞
典
』
に
あ
げ
ら
れ
た
中
国
側
の
意
味
・
用
法
の
分
類
に

従
う
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
宛
て
は
め
に
く
い
用
例
が
六
国
史
に
は
あ
る
。

こ
れ
を
Ｄ
と
し
、
そ
の
う
ち
自
動
詞
を
Ｄ
イ
、
他
動
詞
を
Ｄ
口
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
オ
ハ
ツ
マ
ス
）

　
Ｄ
イ
　
＠
皇
太
后
遷
レ
自
二
冷
然
院
刈
御
二
於
東
宮
↓
擬
レ
還
二
五
傑
宮
一
暫
御
二
大
臣
第
一
。

　
　
　
　
爲
一
避
一
電
　
　
　
　
　
一
蘇
妬
・
刊
一

　
　
　
　
＠
遠
居
瑠
行
一
政
不
一
便
走
警
袈
　
一
観
姦
・
↓
一

　
　
　
　
・
天
皇
脱
暖
オ
驚
青
　
　
　
　
一
離
本
甲
刊
一

　
Ｄ
口
　
＠
佳
者
、
新
羅
海
賊
侵
掠
之
日
。
差
コ
遣
統
領
選
士
等
一
擬
レ
令
二
追
討
↓
人
皆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
セ
ム
ル
昌
）

　
　
　
　
儒
弱
、
偉
不
二
肯
行
↓
於
レ
是
調
コ
発
俘
囚
』
御
以
二
膳
略
↓
特
張
二
意
気
↓



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
蘇
螂
・
↓
一

　
用
例
に
付
し
た
訓
の
う
ち
、
目
本
書
紀
の
も
の
は
テ
キ
ス
ト
に
あ
る
古
訓
を

取
っ
て
い
る
。
た
だ
し
＠
の
訓
は
目
本
古
典
文
学
大
系
日
本
書
紀
に
。
よ
っ
た
。

ま
た
６
と
晩
及
び
＠
為
の
「
御
一
は
同
義
で
あ
る
が
、
訓
が
異
な
る
の
で
、

と
も
に
掲
げ
た
。
日
本
書
紀
以
外
の
用
例
に
加
え
た
訓
は
私
訓
で
あ
り
、
括
弧

で
く
く
っ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
¢
は
『
類
聚
名
義
抄
』
（
観
智
院
本
）
「
御
」

項
の
「
ノ
ル
」
を
、
＠
は
『
字
鏡
』
（
世
尊
寺
本
）
「
御
」
項
の
「
セ
ム
」
を
参

考
に
付
訓
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
各
用
例
の
意
味
は
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
判
断
し
た
。
¢
は
「
馬
を
駅
す
」

の
意
味
。
　
は
「
ほ
ど
こ
す
」
の
意
味
で
あ
ろ
う
。
富
内
庁
書
陵
部
所
蔵
の
伴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

信
友
校
合
本
日
本
書
紀
に
は
、
こ
の
「
御
」
を
「
施
之
誤
乎
」
と
す
る
由
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
Ｌ
ろ
い

る
。
『
和
玉
篇
』
に
も
見
え
る
「
ツ
ク
ロ
フ
」
と
い
う
訓
は
、
「
鉱
花
」
（
白
粉
）

を
「
ほ
ど
こ
す
」
こ
と
、
即
ち
「
化
粧
す
る
」
の
意
味
に
ー
た
る
こ
と
か
ら
の
意

訳
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
こ
の
「
松
花
弗
御
　
蘭
澤
無
加
」
の
文

辞
は
『
文
選
』
「
洛
神
賦
」
中
の
「
芳
澤
無
加
鉛
華
弗
御
」
を
出
典
と
す
る

　
　
　
　
　
　
　
＠

も
の
で
あ
る
と
い
う
。
　
＠
は
「
統
御
す
る
」
の
意
味
。
＠
＠
¢
は
そ
れ
ぞ
れ

「
寵
愛
す
る
」
「
召
し
あ
が
る
」
「
身
に
着
げ
ら
れ
る
」
の
意
味
で
あ
る
が
、
こ

れ
ら
の
意
味
・
用
法
に
つ
い
て
は
『
察
畠
独
断
』
に
。
「
天
子
所
。
進
日
レ
御
、
凡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

衣
服
加
二
於
身
一
飲
食
入
二
於
旦
妃
妾
接
二
於
寝
↓
皆
日
レ
御
」
と
あ
る
の
が
参

考
と
な
る
。
　
＠
ぱ
「
（
乗
り
物
を
）
乗
り
用
い
る
」
の
意
味
で
あ
る
。
掲
げ
た

　
　
　
　
　
六
国
史
に
お
け
る
「
御
」
と
い
う
字
の
動
詞
用
法
っ
い
て

例
は
船
の
場
合
で
あ
る
が
、
「
天
皇
下
殿
、
御
需
出
一
轟
脳
・
刊
一
を

初
出
と
す
る
車
駕
の
場
合
も
あ
る
。
こ
の
区
別
は
し
た
か
っ
た
。
　
は
「
持
っ
」

の
意
味
。
＠
は
「
弓
矢
を
射
る
」
の
意
味
。
◎
の
「
御
朽
」
は
「
く
ち
た
橋
に

の
る
」
こ
と
で
あ
り
、
お
そ
れ
っ
っ
し
む
意
味
に
１
用
い
ら
れ
る
（
『
大
漢
和
辞

典
』
）
。
＠
＠
は
そ
れ
ぞ
れ
訓
の
と
お
り
「
ま
か
せ
る
」
　
「
た
て
ま
っ
る
」
の
意

味
で
あ
る
。
＠
＠
は
「
い
で
ま
す
」
の
意
味
で
、
掲
げ
た
用
例
は
公
式
の
場
に

「
出
御
．
臨
御
」
す
る
場
合
で
あ
る
が
、
続
日
本
紀
以
降
は
、
建
物
か
ら
建
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
¢
　
　
　
＠
　
　
　
　

へ
「
遠
御
・
移
御
・
遷
御
・
入
御
・
転
御
・
廻
御
・
徒
御
」
す
る
場
合
に
も
使

わ
れ
て
い
る
。
＠
＠
＠
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
と
ど
ま
り
居
る
」
「
居
る
」
「
（
情
態

に
）
在
る
」
の
意
味
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
＠
と
＠
＠
ゆ
は
同
じ
く
「
オ
ハ

シ
マ
ス
」
の
訓
を
持
つ
が
、
＠
が
往
来
を
意
味
す
る
動
作
態
の
用
法
で
あ
る
の

に
１
対
し
て
、
＠
◎
＠
は
居
・
在
を
意
味
す
る
存
在
態
の
用
法
で
あ
る
と
い
う
意

味
・
用
法
上
の
相
違
が
あ
る
の
で
あ
る
。
＠
は
私
訓
の
よ
う
に
「
せ
め
る
」
の

意
味
に
判
断
し
た
が
、
「
卸
以
臆
略
」
の
句
は
『
三
代
格
』
で
は
「
街
以
征
略
」

と
た
っ
て
お
り
、
あ
る
い
は
考
察
の
対
象
か
ら
除
外
す
べ
き
も
の
か
も
知
れ
な

い
。

　
以
上
の
よ
う
な
判
断
で
用
例
を
分
類
し
て
い
っ
た
結
果
、
そ
れ
ぞ
れ
の
項
の
、

六
国
史
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
用
例
数
は
次
表
「
表
Ｈ
」
の
よ
う
に
な
っ
た
。

　
「
表
Ｈ
」
の
中
で
・
印
を
付
し
た
も
の
は
、
漢
籍
を
出
典
と
し
た
も
の
（
「
Ａ

３
」
）
と
、
漢
籍
を
出
典
と
し
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
も
の
（
「
Ａ
５
」
）
、
ま
た
誤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
五



六
国
史
に
お
げ
る
「
御
」
と
い
う
字
の
動
詞
用
法
つ
い
て

皿表
号
番
類
分

意
　
　
義

号
番
例
用

紀
書
本
日

紀
本
日
続

紀
後
本
目

紀
後
本
目
続

録
実
徳
文

録
実
代
三

計
合

１

・

Ｔ

２

馬
を
駅
す

◎

’
１

丁

３

ほ
ど
こ
す

　

ゴ

ｉ

丁

４

０

５

統
御
す
る

＠
＠

ゴ
十
２
７

４
８

１

２

３
ゴ
十
１
０

９
３

Ａ

寵
愛
す
る

＠

３

‘

３

召
し
あ
が
る

＠

３

１

５

９

身
に
つ
げ
ら
れ
る

¢

１

ｉ
１

２

６

乗
り
物
を
乗
り
用
い
た
ま
ふ

＠

１

３

３

９

１
６

持
ち
た
ま
ふ

＠

３

１

■
２

６

弓
矢
を
射
た
ま
ふ

＠

‘
２

２

の
り
た
ま
ふ

＠

２

２

－
一

‘

一

０

Ｂ

・
一
進
め
奉
る

＠
＠

２

二

２

イ
一

い
で
ま
す

＠
ゆ

１
８

Ｃ

脳
鴉
瓦

４
４
５
４
　
４

８
８
８

土

０

一
〇
六

と
ど
ま
り
居
る

且

－
一
－

一
・
一
１

・一
２
一

イ
居
る

１

丁一
－

一
－
一
８
一 ２

３

Ｄ

１

在
る

上
せ
め
る

＠
一

．
一一

２
一

・
一
２

＠
一

一
－
－
－

土

合

計

８
５

６
８
１

７
３

８
１
２

８
４

１
３

４
０
１

字
か
と
思
わ
れ
る
も
の
（
「
Ｄ
口
」
）
で
あ
る
。

三

　
「
御
」
の
意
味
．
用
法
の
中
国
に
お
け
る
拡
が
り
を
表
わ
す
「
表
１
」
と
、

六
国
史
に
お
げ
る
拡
が
り
を
示
す
「
表
１
」
と
を
比
べ
て
み
る
と
、
六
国
史
で

は
縮
小
し
た
部
分
と
拡
大
し
た
部
分
と
が
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
く
。
Ａ
・
Ｂ
・

Ｃ
で
は
、
中
国
に
お
い
て
多
様
に
用
い
ら
れ
る
「
御
」
が
六
国
史
で
は
「
統
御

す
る
」
（
Ａ
５
）
と
「
い
で
ま
す
」
（
Ｃ
イ
）
の
二
用
法
に
ほ
凄
集
中
し
て
い
る
。

こ
れ
が
縮
小
の
最
も
注
目
さ
れ
る
点
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
特
に
、
中
国
の
古
い

時
代
の
文
献
に
多
く
見
ら
れ
る
原
義
用
法
「
Ａ
１
・
Ｂ
１
」
が
六
国
史
で
は
全

く
見
ら
れ
な
い
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
Ｄ
で
は
、
中
国
で
は
見
ら
れ
な
い
居
・

在
を
意
味
す
る
存
在
態
動
詞
用
法
「
Ｄ
イ
」
が
六
国
史
に
は
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

こ
れ
が
拡
大
の
最
も
注
目
さ
れ
る
点
だ
と
思
わ
れ
る
。

　
原
義
用
法
「
Ａ
１
・
Ｂ
１
」
が
見
え
な
い
こ
と
は
、
六
国
史
に
か
ぎ
ら
ず
、



そ
の
編
纂
期
前
後
の
金
石
文
・
文
献
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

そ
の
当
時
す
で
に
読
ま
れ
て
い
た
は
ず
の
漢
籍
を
見
る
と
、
『
詩
経
』
地
風
「
谷

風
」
の
「
我
有
二
旨
蓄
一
亦
以
御
レ
冬
　
宴
二
爾
新
昏
一
以
レ
我
御
レ
窮
」
（
毛
伝

「
御
、
禦
也
」
）
な
ど
「
Ａ
１
」
用
法
の
例
も
多
く
、
『
書
経
』
「
五
子
之
歌
」

の
「
御
二
其
母
一
以
従
」
（
伝
「
御
、
侍
也
」
）
あ
る
い
は
『
詩
経
』
召
南
「
鶴
巣
」

に
「
之
子
千
帰
　
百
両
御
レ
之
」
（
鄭
嚢
「
御
、
迎
也
」
）
な
ど
「
Ｂ
１
」
用
法

の
例
も
多
い
。
従
っ
て
、
こ
れ
ら
の
意
味
・
用
法
も
早
く
か
ら
目
本
人
の
目
に

入
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
果
し
て
漢
籍
や
仏
典
を
訓
む
た
め
の
字
書
と

い
う
性
格
を
持
つ
『
類
聚
名
義
抄
』
（
以
下
引
用
は
観
智
院
本
か
ら
）
の
「
御
」

に
は
「
フ
セ
グ
」
と
い
う
「
Ａ
１
」
の
訓
が
見
え
、
ま
た
「
サ
ブ
ラ
フ
・
ハ
ソ

ベ
リ
」
と
い
う
「
Ｂ
１
」
の
訓
も
見
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
原
義
用
法
も
確

実
に
日
本
に
入
っ
て
来
て
い
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
六
国
史
及
び
そ
の
前
後
の

金
石
文
・
文
献
に
は
そ
の
用
例
が
全
く
あ
ら
わ
れ
て
来
な
い
の
で
あ
る
。
原
義

用
法
「
Ａ
１
・
Ｂ
１
」
に
限
ら
た
い
。
原
義
に
近
い
他
の
用
法
で
も
そ
の
事
情

は
同
じ
で
あ
る
。
「
Ａ
２
」
用
法
で
は
『
詩
経
』
鄭
風
「
大
叔
子
田
」
の
「
叔

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぎ
よ

善
射
忌
又
良
御
忌
（
又
良
く
御
す
）
」
な
ど
多
く
、
『
名
義
抄
』
に
も
「
ノ
ル
」

の
訓
が
あ
る
。
「
Ａ
３
」
用
法
で
は
『
名
義
抄
』
に
「
ツ
ヵ
フ
・
ア
ツ
」
の
訓

が
あ
り
、
「
Ａ
４
」
用
法
で
も
同
じ
く
「
ツ
カ
サ
ド
ル
」
の
訓
が
あ
る
か
ら
、

こ
れ
ら
も
中
国
漢
文
の
訓
と
し
て
広
く
目
本
人
に
訓
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
。
つ
ま
り
、
中
国
漢
文
の
「
Ａ
１
・
Ａ
２
・
Ａ
３
・
Ａ
４
・
Ｂ
１
」
用
法
も

　
　
　
　
　
六
国
史
に
お
げ
る
「
御
」
と
い
う
字
の
動
詞
用
法
つ
い
て

早
く
か
ら
我
が
国
に
入
っ
て
来
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
　
『
三
代
実
録
』
に
「
Ａ

２
」
の
用
例
が
一
例
、
　
『
目
本
書
紀
』
に
漢
籍
か
ら
引
用
さ
れ
た
「
Ａ
３
」
の

用
例
が
一
例
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
調
査
資
料
に
乏
し
い
の
で
憶
測
に
な
る
が
、

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
あ
る
い
は
漢
字
の
用
法
が
日
本
に
入
っ
て
き
た
こ
と
と
、

実
際
に
日
本
で
使
用
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
は
別
問
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も

考
え
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
，
、
六
国
史
及
び
そ
の
前
後
の
金
石
文
・
文
献
に
お
い
て
、
「
御
」

は
原
義
か
ら
遠
い
意
味
・
用
法
に
限
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、

更
に
六
国
史
で
は
、
そ
の
動
作
の
行
為
者
が
天
皇
に
限
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が

あ
る
。
六
国
史
の
動
詞
用
法
の
「
御
」
の
全
用
例
を
、
そ
の
行
為
者
に
よ
っ
て

ｍ表

六
国
史

行
為
者

紀
書
本
日

紀
本
目
続

紀
後
本
日

紀
後
本
目
続

録
実
徳
文

録
実
代
三

計
合
史
国
六

神

ｕ

・

ｕ

天
　
皇

４
４

蝸
下

ｕ
２

４
７

８
８
４

０
２
１
０

太
上
天
皇

’
４

３

７

皇
太
子

１

１
一

２

１

２

７

皇
太
后

■
１

１
０

ｕ

そ
の
他

２

’

３

５

行
為
者
合
計
眺
脇
丁
洲

４
８
９
６
　
４

４
３
１
０

一
〇
七 分

類
す
る
と
次
表
「
表

ｍ
」
の
よ
う
に
な
っ
た
。

　
「
太
上
天
皇
」
「
皇
太

子
」
「
皇
太
后
」
は
、

天
皇
に
準
じ
る
立
場
の

例
と
し
て
よ
い
だ
ろ
う

し
、
神
代
紀
に
の
み
見

ら
れ
る
「
神
」
の
例
も
、

皇
祖
天
照
大
御
神
・
皇

孫
火
塑
襲
杵
尊
・
素
蓋



　
　
　
　
　
六
国
史
に
お
け
る
「
御
」
と
い
う
字
の
動
詞
用
法
つ
い
て

鳴
尊
・
素
義
鳴
尊
の
子
神
・
天
照
大
御
神
と
素
蓋
鳴
尊
の
誓
約
で
の
子
神
で
あ

る
の
で
、
天
皇
に
準
じ
る
特
別
の
用
例
と
考
え
ら
れ
る
。
　
「
そ
の
他
」
の
五
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
ロ
そ
ツ
ク
日
ハ
ズ

中
四
例
は
、
　
『
文
選
』
を
出
典
と
す
る
「
鉱
花
弗
御
」
の
「
稚
媛
」
　
、
漢
籍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヲ
サ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヲ
サ

を
参
考
と
す
る
ら
し
い
文
辞
中
の
「
民
を
御
め
る
明
哲
」
＠
・
「
世
を
御
め
る
明

王
」
・
「
冠
を
御
す
百
王
」
で
あ
り
、
厳
密
た
意
味
で
日
本
人
の
手
に
な
る
文
章

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
ム

と
は
言
い
難
い
。
の
こ
り
の
一
例
「
敵
を
御
る
俘
囚
」
＠
も
誤
写
か
と
疑
わ
れ

る
も
の
で
、
こ
れ
ら
を
考
察
の
対
象
か
ら
除
く
と
、
六
国
史
の
用
例
は
す
べ
て

天
皇
と
天
皇
に
準
じ
る
者
の
行
為
に
限
っ
て
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
た
る
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
六
国
史
の
動
詞
用
法
の
「
御
」
は
す
べ
て
尊
敬
語
と
考
え
ら

れ
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
中
国
で
は
尊
敬
語
用
法
は
「
Ａ
６
」
（
表
１
）

の
み
で
あ
り
、
Ａ
系
統
他
動
詞
用
法
の
最
も
遅
れ
て
派
生
し
た
特
別
用
法
で
あ

っ
た
。
そ
れ
が
、
六
国
史
で
は
す
べ
て
の
意
味
・
用
法
が
尊
敬
語
と
し
て
使
わ

れ
る
よ
う
に
な
り
、
し
か
も
天
皇
と
天
皇
に
準
じ
る
者
に
限
っ
て
使
用
さ
れ
る
。

こ
れ
は
中
国
と
目
本
の
言
語
習
慣
及
び
国
柄
の
違
い
も
関
係
し
て
い
る
で
あ
ろ

う
し
、
さ
ら
に
我
が
国
の
資
料
を
官
撰
国
史
に
限
っ
て
い
る
こ
と
も
関
係
す
る

か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
、
中
国
で
天
子
・
諸
侯
に
つ
い
て
用
い
る
敬

語
で
あ
っ
た
も
の
が
、
我
が
国
で
は
何
故
に
天
皇
だ
げ
に
用
い
る
敬
語
に
な
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
の
ひ
と
つ
と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
特
に
六

国
史
に
お
い
て
は
、
　
「
御
」
に
何
ら
か
の
使
用
規
制
が
設
げ
ら
れ
て
い
た
の
で

は
な
い
か
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
八

　
「
御
」
の
動
詞
用
法
が
、
緕
果
か
ら
見
て
、
天
皇
の
行
為
に
限
ら
れ
て
い
る

こ
と
は
六
国
史
以
前
の
わ
ず
か
の
資
料
で
も
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
古
事
記

で
は
、
四
六
餅
優
体
で
書
か
れ
た
上
表
文
（
序
文
）
に
「
飛
鳥
清
原
宮
御
二
大

八
州
一
天
皇
」
ま
た
「
皇
帝
陛
下
（
中
略
）
御
二
紫
炭
一
而
徳
被
二
馬
蹄
之
所
ヴ
極
」

と
見
え
て
い
る
が
、
変
体
漢
文
で
書
か
れ
た
本
文
に
は
全
く
見
え
ず
、
同
様
の

意
味
の
所
で
は
「
坐
二
岡
本
宮
一
治
二
天
下
一
之
天
皇
」
「
坐
二
纏
向
之
日
代
宮
一
所
レ

知
二
大
八
嶋
国
一
大
帯
日
子
淡
斯
呂
和
気
天
皇
」
た
ど
の
ご
と
く
「
治
」
「
所
知
」

の
字
が
使
わ
れ
、
あ
る
い
は
「
天
皇
坐
二
御
呉
床
一
」
な
ど
の
よ
う
に
「
坐
」
の

字
が
宛
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
正
格
漢
文
で
書
か
れ
、
天
皇
に
上
表
さ

れ
る
公
式
文
に
の
み
「
御
」
が
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
は
、
　
「
御
」
が
ど
の
よ
う
な

意
識
の
も
と
に
使
用
さ
れ
て
い
た
か
を
示
す
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

　
ま
た
、
目
本
書
紀
成
立
以
前
の
、
動
詞
用
法
「
御
」
は
、
初
出
の
「
檜
前
五

百
野
御
字
天
皇
」
（
慶
雲
四
年
「
威
奈
真
人
大
村
墓
誌
」
）
を
は
じ
め
、
ほ
と
ん

ど
が
天
皇
譲
号
中
で
「
御
字
」
の
彩
を
取
っ
て
い
る
。
こ
の
「
御
宇
」
の
移
を

取
る
も
の
が
日
本
書
紀
の
「
御
」
全
用
例
中
最
も
多
数
を
占
め
て
お
り
（
表
ｎ
）
、

続
日
本
紀
以
降
は
各
史
書
で
の
使
用
比
率
が
漸
次
減
少
し
て
く
る
。
こ
の
こ
と

か
ら
、
古
く
さ
か
の
ぽ
る
ほ
ど
、
動
詞
用
法
の
「
御
」
は
「
御
宇
」
の
形
で
天

皇
講
号
中
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
天

皇
誼
号
中
の
「
御
宇
」
の
用
字
は
大
宝
二
年
に
施
行
さ
れ
た
大
宝
令
に
よ
っ
て
、

そ
れ
以
前
の
「
治
天
下
」
と
い
う
用
字
に
か
わ
っ
て
新
し
く
用
い
ら
れ
た
も
の



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

で
あ
る
と
い
う
市
川
寛
氏
の
説
が
出
さ
れ
て
い
る
。
更
に
ま
た
、

わ
っ
て
現
存
公
式
令
詔
書
式
に

明
神
御
宇
日
本
天
皇
詔
旨
云
々
威
聞
（
義
解
鰯
酬
撮
摺
転
胆
一
於
）

こ
れ
に
か
か

　
明
神
御
宇
天
皇
詔
旨
云
々
威
聞
（
義
解
翻
酬
甑
摺
乾
娯
、
於
）

　
明
神
御
大
八
洲
天
皇
詔
旨
云
々
威
聞
（
義
解
螺
朋
聾
恐
簿
解
慾
揮
躯
簸
繊
雛
断
）

な
ど
と
あ
る
が
、
六
国
史
に
は
こ
の
書
式
を
踏
ま
え
て
書
か
れ
た
例
が
多
く
、

大
宝
令
の
規
程
が
六
国
史
で
は
い
ま
だ
影
響
を
及
ぽ
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
れ
ら
の
事
実
か
ら
考
え
る
に
、
「
御
甥
訴
居
糠
轡
ｈ
蟻
Ｆ
炉
｝
」
（
『
令
義
解
』

巻
七
公
式
令
閾
字
条
）
た
ど
、
天
皇
后
妃
た
ど
に
関
す
る
文
字
の
書
式
に
平
出

ま
た
は
闘
字
な
ど
の
規
程
を
も
設
け
た
公
式
令
に
は
、
お
そ
ら
く
動
詞
用
法
の

「
御
」
を
天
皇
及
び
天
皇
に
準
じ
る
者
に
の
み
用
い
る
旨
の
規
程
が
設
げ
ら
れ

て
い
た
だ
ろ
う
と
推
測
す
る
の
で
あ
る
。

　
六
国
史
に
お
げ
る
動
詞
用
法
「
御
」
の
限
定
使
用
の
実
態
に
は
、
以
上
の
公

式
令
の
規
程
も
関
係
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
古
代
律
令
制
の
も
っ
様
々
な
内
部
矛
盾
が
露
呈
し
て
来
る
中
で
平
安
遷
都
は

挙
行
さ
れ
る
。
そ
れ
は
律
令
的
な
天
皇
専
制
の
建
直
し
を
か
か
げ
る
も
の
で
あ

っ
た
が
、
そ
の
実
は
藤
原
氏
が
秦
氏
と
提
携
す
る
こ
と
に
ょ
っ
て
み
ず
か
ら
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

支
配
体
制
を
強
化
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
や
が
て
藤
原
氏
は
摂
関
政

治
を
実
現
す
る
こ
と
に
、
よ
っ
て
天
皇
か
ら
徐
々
に
実
権
を
奪
い
取
っ
て
い
く
。

目
本
後
紀
以
降
の
史
書
に
お
い
て
「
Ａ
５
」
（
表
１
）
の
「
統
御
す
る
」
意
味

　
　
　
　
　
六
国
史
に
お
げ
る
「
御
」
と
い
う
字
の
動
詞
用
法
つ
い
て

の
用
例
が
激
減
す
る
理
由
の
一
っ
に
は
、
こ
の
天
皇
の
実
権
被
剥
奪
の
問
題
が

関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
目
本
後
紀
以
降
の
こ
の
用
例
の
ほ
と
ん
ど
は

宣
命
に
出
て
く
る
も
の
で
あ
り
、
前
掲
詔
書
式
を
踏
ま
え
た
儀
礼
的
た
も
の
に
。

す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
「
Ａ
５
」
（
表
皿
）
用
法
が
衰
退
し
た
あ
と
、
他
の
用
法
は
ほ
ぽ

変
化
た
く
用
い
ら
れ
る
た
か
で
、
「
Ｃ
イ
」
（
表
皿
）
の
「
い
で
ま
す
」
の
意
味

の
用
例
は
着
実
に
増
加
し
て
ゆ
く
。
こ
の
用
法
は
「
マ
シ
マ
ス
」
（
用
例
＠
の

日
本
紀
私
記
訓
）
と
も
「
オ
ハ
シ
マ
ス
」
（
用
例
＠
の
日
本
書
紀
図
書
寮
本
訓
）

と
も
、
ま
た
「
オ
ホ
マ
シ
マ
ス
」
（
「
御
二
春
日
宮
一
皇
子
」
（
椛
細
獅
・
一
）
の
本
居

宣
長
『
歴
朝
詔
詞
解
』
訓
）
と
も
訓
ま
れ
て
お
り
、
マ
ス
系
・
オ
ハ
ス
系
の
訓

を
持
つ
も
の
と
言
え
る
が
、
用
例
の
多
く
は
「
皇
帝
御
二
大
極
殿
一
受
二
朝
賀
一
」

（
鯛
繊
１
５
・
判
）
と
か
「
御
二
南
苑
一
宴
二
五
位
已
上
一
」
（
椛
細
鵬
・
刊
）
な
ど
、
天
皇
が

朝
廷
儀
式
の
場
に
臨
御
す
る
場
合
や
宮
中
儀
礼
の
場
に
出
御
す
る
場
合
に
あ
ら

わ
れ
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
朝
廷
儀
式
や
宮
中
儀
礼
な
ど
の
公
的
た
場
に
１

「
い
で
ま
す
」
例
は
目
本
書
紀
で
は
十
一
例
、
動
詞
用
法
「
御
」
全
用
例
の
十

九
パ
ー
セ
ソ
ト
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
目
本
後
紀
以
降
で
は
同
じ
く
九
〇
パ
ー

セ
ソ
ト
以
上
を
占
め
て
く
る
よ
う
に
。
た
る
。
宇
内
を
統
御
す
る
実
権
を
剥
奪
さ

れ
た
天
皇
は
、
あ
た
か
も
朝
廷
儀
式
や
宮
中
儀
礼
の
場
に
「
い
で
ま
す
」
こ
と

に
よ
っ
て
の
み
、
そ
の
権
威
を
示
す
が
ご
と
く
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
目
本
後
紀

以
降
の
各
書
が
藤
原
氏
の
者
の
手
で
の
み
撰
修
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
無
関
係
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
九



六
国
史
に
お
け
る
「
御
」
と
い
う
字
の
動
詞
用
法
つ
い
て

は
あ
る
ま
い
。

　
こ
う
し
て
、
動
詞
用
法
の
「
御
」
が
マ
ス
系
・
オ
ハ
ス
系
の
和
語
で
訓
ま
れ

る
こ
と
が
圧
倒
的
に
多
く
な
っ
て
来
る
と
、
そ
の
和
語
に
よ
っ
て
漢
字
「
御
」

は
新
し
い
用
法
を
派
生
す
る
こ
と
に
た
っ
た
。
同
じ
オ
ハ
ス
系
の
和
語
で
訓
ま

れ
る
「
Ｄ
イ
」
＠
＠
＠
が
「
居
・
在
」
の
意
味
の
存
在
態
動
詞
と
し
て
使
わ
れ

る
の
は
、
本
来
「
往
・
来
」
の
意
味
の
動
作
態
動
詞
「
Ｃ
イ
」
＠
＠
の
訓
で
あ

る
マ
ス
系
・
オ
ハ
ス
系
和
語
が
、
そ
の
よ
う
な
存
在
態
の
意
味
も
併
せ
持
つ
こ

と
か
ら
の
類
推
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
こ
の
存
在
態
動

詞
用
法
は
『
大
漢
和
辞
典
』
に
は
見
ら
れ
な
い
が
、
中
国
で
も
存
在
す
る
か
も

知
れ
な
い
と
い
う
疑
い
が
持
た
れ
る
。
し
か
し
、
同
じ
く
マ
ス
系
・
オ
ハ
ス
系

の
和
語
を
訓
と
す
る
「
御
」
が
、
　
「
夫
人
ノ
懐
ミ
給
ヘ
ル
所
ノ
太
子
、
諸
ノ
善

　
　
　
　
　
オ
ハ

ク
妙
ナ
ル
相
御
ス
」
（
『
今
昔
物
語
集
』
　
一
ノ
一
）
、
ま
た
「
比
女
官
依
二
悩
気

（
オ
ハ
ス
）

御
一
参
二
太
内
一
退
出
」
（
『
御
堂
関
白
記
』
長
和
四
年
七
月
廿
三
目
）
の
よ
う
に
、

所
有
の
意
味
に
も
使
わ
れ
出
し
た
り
、
「
遥
カ
ノ
底
二
叫
フ
音
、
髪
二
聞
ユ
。

　
　
　
　
オ
ハ
シ

守
ノ
殿
ハ
御
マ
シ
ケ
リ
」
（
『
今
昔
物
語
集
』
二
八
－
三
八
）
の
よ
う
に
、
生
存

の
意
味
に
も
使
わ
れ
出
し
て
く
る
。
こ
れ
ら
も
、
マ
ス
系
・
オ
ハ
ス
系
の
和
語

が
、
そ
の
よ
う
な
意
味
を
も
併
せ
持
つ
こ
と
か
ら
、
そ
れ
に
導
か
れ
て
派
生
し

た
用
法
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
を
一
連
の
現
象
と
し
て
捉
え
る
方

が
自
然
に
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
動
作
態
動
詞
か
ら
存
在
態
動
詞
が
派
生
し
た
の
は
、
漢
字
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇

主
と
し
て
和
語
を
従
と
す
る
関
係
が
逆
転
し
て
、
和
語
主
導
に
な
っ
た
結
果
で

あ
る
が
、
更
に
こ
の
和
語
が
補
助
動
詞
と
し
て
も
使
わ
れ
る
こ
と
に
導
か
れ
て

「
御
」
は
、
次
の
よ
う
な
日
本
独
特
の
用
法
を
持
っ
に
至
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
中
宮
御
心
地
只
今
頗
六
借
御
云
々
（
『
殿
暦
』
康
和
三
・
九
・
廿
三
）

　
上
皇
御
不
例
殊
以
重
御
云
々
（
『
玉
葉
』
仁
安
二
年
・
閨
七
・
十
四
）

　
御
心
地
無
殊
事
御
座
（
『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
九
年
・
四
・
廿
）

　
御
悩
極
重
、
為
他
行
心
細
久
思
御
坐
　
（
『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
八
年
・
六
・

　
　
十
四
）

　
す
な
わ
ち
、
六
国
史
に
お
い
て
マ
ス
系
・
オ
ハ
ス
系
の
和
語
を
訓
に
持
っ

「
御
」
が
、
圧
倒
的
に
多
数
を
占
め
て
く
る
と
、
漢
字
「
御
」
は
そ
の
訓
の
主

導
に
よ
っ
て
、
存
在
態
動
詞
用
法
を
生
み
出
し
、
終
に
は
敬
語
補
助
動
詞
用
法

を
派
生
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。

ま
　
　
と

め

以
上
考
察
し
て
き
た
結
果
を
纏
め
れ
ぱ
次
の
よ
う
に
な
る
。

一
、
中
国
に
お
い
て
は
、
多
様
な
意
味
・
用
法
を
持
つ
動
詞
「
御
」
が
、
目

　
　
本
で
は
そ
の
う
ち
の
少
数
の
意
味
・
用
法
し
か
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
た

　
　
い
。
そ
の
上
、
六
国
史
に
お
い
て
は
天
皇
と
一
部
そ
れ
に
準
じ
る
立
場

　
　
の
者
に
隈
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
他
に
も
原
因
は
あ
ろ
う
が
、

　
　
最
終
的
に
は
そ
お
ら
く
大
宝
令
に
よ
り
使
用
観
程
が
設
げ
ら
れ
た
結
果



二
、

三
、

で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

最
初
に
多
く
あ
ら
わ
れ
た
「
統
御
す
る
」
と
い
う
用
法
は
、
日
本
後
紀

以
降
衰
退
し
て
ゆ
き
、
一
方
「
い
で
ま
す
」
と
い
う
用
法
が
増
加
し
て

ゆ
く
。
こ
れ
は
、
古
代
律
令
制
の
崩
壌
と
と
も
に
、
宇
内
を
統
御
す
る

実
権
が
天
皇
か
ら
奪
わ
れ
て
ゆ
き
、
朝
廷
儀
式
や
宵
中
儀
礼
の
場
に
臨

御
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
式
的
に
そ
の
権
威
を
示
す
よ
う
に
た
る
外
的

政
治
情
況
を
反
映
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

動
詞
の
用
例
の
ほ
と
ん
ど
が
マ
ス
系
・
オ
ハ
ス
系
の
訓
で
占
め
ら
れ
る

よ
う
に
た
る
と
、
こ
の
訓
は
漢
字
を
主
と
し
和
語
を
従
と
す
る
関
係
を

逆
転
さ
せ
、
新
し
い
用
法
を
生
み
出
し
て
ゆ
く
。
す
な
わ
ち
「
留
・
居

・
在
・
所
有
・
生
存
」
な
ど
の
存
在
態
動
詞
用
法
を
派
生
し
、
さ
ら
に

敬
語
補
助
動
詞
用
法
を
持
つ
に
－
至
る
の
で
あ
る
。

お
わ

り

に

　
従
来
ほ
と
ん
ど
国
語
研
究
の
資
料
と
し
て
利
用
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
正

格
目
本
漢
文
も
、
漢
文
和
化
の
道
を
た
ど
る
資
料
と
た
り
う
る
の
で
は
な
い
か

と
い
う
当
初
の
目
的
は
、
あ
る
程
度
達
成
さ
れ
た
か
と
思
う
。
今
後
は
こ
の
こ

と
を
他
の
面
か
ら
も
調
べ
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
ま
た
、
本
稿
で
は
、
こ
れ

ま
で
調
査
さ
れ
な
か
っ
た
「
御
」
の
動
詞
用
法
に
っ
い
て
も
あ
る
程
度
明
ら
か

に
し
え
た
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
が
、
ほ
ぼ
敬
語
接
頭
辞
用
法
に
限
ら
れ
て
い
た

　
　
　
　
　
六
国
史
に
お
け
る
「
御
」
と
い
う
字
の
動
詞
用
法
つ
い
て

の
は
、
調
査
資
料
を
和
文
体
・
和
漢
混
清
文
体
の
も
の
に
隈
っ
て
い
た
か
ら
だ

と
思
わ
れ
る
。
確
か
に
和
文
体
・
和
漢
混
清
文
体
に
は
敬
語
接
頭
辞
用
法
が
多

い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
訓
み
や
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
目
的
で
研
究

が
た
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
漢
文
に
１
ぱ
動
詞
用
法
も
多
く
、
記
録
体

で
は
接
尾
辞
用
法
が
頻
出
し
て
い
る
。
こ
の
違
い
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
章
で
と

り
あ
げ
る
内
容
の
違
い
か
ら
来
る
面
も
多
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ

け
で
は
た
く
、
漢
文
・
記
録
体
・
和
文
た
ど
の
文
体
に
よ
っ
て
、
そ
の
文
字
の

使
用
規
範
の
違
い
が
あ
り
、
そ
の
規
範
遵
奉
の
厳
し
さ
緩
み
か
ら
来
る
面
も
あ

る
と
い
う
こ
と
も
考
え
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
そ
う
し
た
こ
と
も

併
せ
て
考
え
て
み
た
い
と
思
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
注

　
¢
伊
吹
和
子
「
隆
能
源
氏
絵
詞
に
お
け
る
『
御
』
」
（
「
国
語
国
文
」
２
２
１
８
）
、
榊
原

　
　
邦
彦
「
平
安
時
代
の
『
御
』
に
つ
い
て
」
（
名
古
屋
大
学
「
国
語
国
文
学
」
２
４
）
、
新

　
　
藤
喜
代
子
「
敬
語
接
頭
辞
『
御
』
（
オ
・
オ
ソ
・
ミ
・
ゴ
・
ギ
ョ
）
に
。
つ
い
て
」
（
「
国

　
　
文
目
白
」
ｕ
）
、
堀
井
令
以
知
「
御
の
着
脱
に
つ
い
て
」
（
「
愛
知
大
学
文
学
論
叢
」

　
　
４
３
）
、
国
田
百
合
子
「
敬
語
接
頭
辞
『
御
』
と
女
房
語
・
婦
人
語
と
の
関
係
」
（
「
国

　
　
文
目
白
」
４
）
、
毛
利
正
守
「
動
詞
に
つ
い
く
『
御
』
に
つ
い
て
」
（
「
皇
学
館
大
学

　
　
紀
要
」
８
）
、
大
岩
正
守
「
御
－
用
法
と
意
味
」
（
「
国
語
学
」
５
２
）
な
ど
が
、
敬
語

　
　
接
頭
辞
用
法
に
つ
い
て
の
研
究
で
あ
る
。
名
詞
用
法
に
つ
い
て
は
、
阿
部
俊
子
「
『
御
』

　
　
考
」
（
「
学
習
院
女
子
短
期
大
学
紀
要
」
１
）
が
あ
る
。

　
　
『
漢
字
語
源
辞
典
』
（
学
燈
杜
）
お
よ
び
『
漢
字
と
目
本
語
』
（
秀
英
出
版
）
二
六

　
　
〇
べ
ー
ジ
の
要
約
。

　
＠
大
野
晋
氏
は
、
ヲ
サ
ム
と
訓
む
の
は
一
字
一
字
訓
む
時
に
可
能
な
訓
み
で
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
一



　
　
　
　
六
国
史
に
。
お
げ
る
「
御
」
と
い
う
字
の
動
詞
用
法
つ
い
て

　
て
、
天
皇
み
ず
か
ら
天
下
を
統
治
す
る
場
合
シ
ラ
シ
メ
ス
と
訓
む
の
が
自
然
な
奈
良

　
時
代
の
言
い
方
で
あ
っ
た
ろ
う
と
す
る
。
　
「
ア
メ
ノ
シ
タ
シ
ラ
シ
メ
シ
シ
の
訓
」

　
（
「
文
学
」
４
３
１
４
）

＠
　
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
日
本
書
紀
』
頭
注
。

＠
　
日
本
古
典
文
学
大
系
『
目
本
書
紀
』
頭
注
。

＠
　
『
大
漢
和
辞
典
』
に
よ
る
。

＠
＠
＠
　
こ
れ
ら
の
漢
語
は
『
大
漢
和
辞
典
』
に
は
見
え
た
い
が
、
「
転
御
」
「
廻
御
」

　
は
続
目
本
後
紀
な
ど
に
見
ら
れ
、
　
「
徒
御
」
の
動
詞
用
法
（
徒
歩
で
い
で
ま
す
）
は

　
続
目
本
紀
に
あ
る
。

＠
　
「
『
御
宇
』
用
字
考
」
（
「
国
語
国
文
」
昭
８
・
６
）

＠
　
林
屋
辰
三
郎
『
古
代
国
家
の
解
体
』
（
東
京
大
学
出
版
）
８
１
・
８
２
ぺ
ー
ジ
た
ど
。

二
一
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